
※ 

特別養護老人ホーム　ふるさとの杜かみのもと

ご利用料金表

〖2割負担〗
１．施設利用料金　　　　　　　　　　　　  　　 ※ 太字のみ円表示、それ以外は単位数表示

　　　　　　　　　　  介護度
項　目（略称）

要介護  1 要介護  2 要介護  3 要介護  4 要介護  5

894／日

日常生活継続支援加算 Ⅱ 46／日       　　　　　　　　　　　　　　　　

看護体制加算 Ⅰ2   4／日       　　　　　　　　　　　　　　　　

看護体制加算 Ⅱ2   8／日       　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ
　
介
護
保
険
（

2
割
負
担
分
）

ユニット型福祉施設 Ⅰ
（基本サービス料）

625／日 691／日 762／日 828／日

夜勤職員配置加算 Ⅱ2 18／日       　　　　　　　　　　　　　　　　

栄養マネジメント加算 14／日       　　　　　　　　　　　　　　　　

個別機能訓練加算 12／日       　　　　　　　　　　　　　　　　

①     1日の合計 727／日 793／日 864／日 930／日 996／日

30,876／月
 （①×31日）

③
  処遇改善加算 Ⅰ

1,330／月 1,450／月 1,580／月 1,701／月 1,822／月
 （②×5.9%）

②
   1ヶ月の合計

22,537／月 24,583／月 26,784／月 28,830／月

１ヶ月の合計料金（A）
（31日） 49,023円 53,471円 58,260円 62,711円 67,162円

32,698／月
　（②＋③）

⑤
 地域別単位単価

10.27円／単位
　（6級地）

④
1ヶ月の総単位数

23,867／月 26,033／月 28,364／月 30,531／月

1ヶ月の合計料金（A）計算式  ：（④×⑤）－（④×⑤×80%）・・・小数点以下切り捨て

Ｂ
　
食
費
・
居
住
費
（

実
費
負
担
分
）

介護保険負担限度額認定 食費と居住費の軽減を受けるためには介護保険負担限度額認定の申請が必要です

第 1 段 階

・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護を受給されている方

食　　費
300／日

居  住  費
820／日

9,300／月 25,420／月
１ヶ月の合計料金（B）

（31日） 34,720 円

１ヶ月の合計料金
（Ａ）＋（Ｂ） 83,743円 88,191円 92,980円 97,431円

１ヶ月の合計料金（B）
（31日） 37,510 円

１ヶ月の合計料金
（Ａ）＋（Ｂ） 86,533円 90,981円 95,770円 100,221円 104,672円

101,882円

第 2 段 階

・住民税非課税世帯で合計所得と年金収入額の合計が年間80万円以下の方
　

食　　費
390／日

居  住  費
820／日

12,090／月 25,420／月

１ヶ月の合計料金（B）
（31日） 60,760 円

１ヶ月の合計料金
（Ａ）＋（Ｂ） 109,783円 114,231円 119,020円 123,471円 127,922円

第 3 段 階

・住民税非課税世帯で第1段階および第2段階に非該当の方

食　　費
650／日

居  住  費
1,310／日

20,150／月 40,610／月

第 4 段 階

・住民税課税世帯の方　

・住民税非課税世帯であっても預貯金等の合計額が夫婦で2,000万円以上、本人のみで1,000万円以上の方
・負担限度額認定の対象外であり、食費と居住費の軽減なし

食　　費
1,500／日

居  住  費
2,200／日

46,500／月 68,200／月

平成28年 8月 1日現在

上記料金は概算であり、実際のご利用料金と異なる場合がございます。また、ご入居者ご本人様の
ご状態の変化や職員体制の変更等により、裏面記載の各種加算が別途必要となる場合もございます。

１ヶ月の合計料金（B）
（31日） 114,700 円

１ヶ月の合計料金
（Ａ）＋（Ｂ） 163,723円 168,171円 172,960円 177,411円 181,862円



※ 

※ 

 

※

２．その他の料金（希望者・該当者のみ）
項　　　　目 金　　額 項　　　　目 金　　額

教 養 娯 楽 費 実　費 文　書　料 実　費

日用品の内訳は歯ブラシ・歯磨き粉・ハンドソープ・シャンプー・リンス・ボディソープ・
バスタオル・フェースタオル・洗身タオル・居室用ティッシュペーパーとなります。
医療費（診察料・処置料・入院料・薬剤費等）につきましては嘱託医および他の医療機関を含め、
全て自己負担となります。

日　用　品　費 200円／日 電化製品使用料（1品目当たり） 50円／日

理　美　容　代 実　費 預かり金出納管理費 50円／日

4／日 ・入居定員が30人または51人以上で、常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護体制加算 Ⅱ2 8／日

・入居定員が30人または51人以上で、看護職員を入居者25人に対して1名以上配置し、且つ
人員配置基準よりも1名以上配置すること。（当施設の場合は4名配置）
・当施設の看護職員によりまたは病院等の看護職員との連携により、24時間対応の連絡体制を
確保すること。

夜勤職員配置加算 Ⅱ2 18／日
・ユニット型介護福祉施設サービス費を算定し、入居定員が30人または51人以上。
・夜勤を行う介護職員と看護職員を、人員配置基準よりも1名以上配置すること。

３．加算料金（介護保険対象）                                            　　                 ※ 全て単位数表示

           加　算　名 （略称） 単  位  数 算　　定　　要　　件

体
　
制
　
加
　
算

サービス提供体制加算 6～18／日

（Ⅰ1）介護福祉士の占める割合が介護職員総数の60％以上。
（Ⅰ2）介護福祉士の占める割合が介護職員総数の50％以上。
（Ⅱ）  常勤職員の占める割合が介護･看護職員総数の75％以上。
（Ⅲ）  勤続年数3年以上の職員の占める割合が直接処遇職員総数の30％以上。

（18／日）
（12／日）

（6／日）
（6／日）

看護体制加算 Ⅰ2

日常生活継続支援加算 Ⅱ 46／日

・介護福祉士を入居者6人に対して1名以上配置し、以下の要件のいずれかを満たすこと。
①要介護4と要介護5の新規入居者の占める割合が新規入居者総数の70％以上。
②認知症日常生活自立度「Ⅲ」以上の新規入居者の占める割合が新規入居者総数の65％以上。
※①②の算定については前6ヶ月または前12ヶ月の期間内で割合を計算する。
③痰の吸引等の医療行為が必要な入居者の占める割合が入居者総数の15％以上。

実
　
施
　
加
　
算

初期加算 30／日
・施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、新規に入居した日から起算
して30日間に限って算定。また、30日を超える病院等への入院後に再入居した場合も同様。

個別機能訓練加算 12／日

・常勤且つ専従の機能訓練指導員（理学療法士･作業療法士･言語聴覚士･看護職員･柔道整復師
またはあん摩マッサージ指圧師）を1名以上配置し、機能訓練指導員･看護職員･介護職員･生活
相談員･その他の職種の者が共同して入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に
基づいて計画的に機能訓練を実施していること。

看取り介護加算

144／日 ・常勤看護師を1名以上配置し、当施設の看護職員と病院等の看護職員との連携により、24時
間の連絡体制を確保していること。
・看取りに関する指針を定め、入居の際に入居者本人と家族等に内容を説明し、同意を得てい
ること。また、看取りに関する職員研修を実施していること。
・看取りを実施する際には個室または静養室の利用が可能となるように配慮すること。
・一般的に認められている医学的知見に基き、医師が回復の見込みがないと診断した者。
・入居者本人や家族等の同意を得て、介護計画が作成されていること。
・医師･看護師･介護職員等が共同して、入居者の状態または家族等の求めに応じ、随時本人や
家族等に説明し、同意を得た上で介護が実施されていること。
・医師･看護師･介護職員･介護支援専門員･その他の職種の者による協議の上、看取りの実績等
を踏まえ、適宜、見直しを行うこと。

（死亡日の前3～30日）

680／日
（死亡日の前1～2日）

1,280／日
（死亡日）

栄養マネジメント加算 14／日

・常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
・入居時に入居者の栄養状態を把握し、医師･管理栄養士･歯科医師･看護師･介護支援専門員･
その他の職種の者が、共同して入居者ごとの栄養ケア計画を作成していること。
・栄養ケア計画に従い、栄養管理を実施し、栄養状態を定期的に記録していること。
・栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ）キャリヤパス要件と定量的要件の全てを満たす場合。
（Ⅱ）キャリヤパス要件の一部と定量的要件を満たす場合。
（Ⅲ）キャリヤパス要件と定量的要件のいずれかを満たす場合。
（Ⅳ）キャリヤパス要件と定量的要件のいずれも満たさない場合。

（総単位×5.9％／月）
（総単位×3.3％／月）

（Ⅱ×90％／月）
（Ⅱ×80％／月）

　《実 施 加 算》

・退所前訪問相談援助加算（入所中に原則1回）
・退所後訪問相談援助加算（退所後1回限度）
・退所時相談援助加算　　（1回限度）
・退所前連携加算　　　　（1回限度）
・経口移行加算（計画作成日から180日以内）
・経口維持加算 Ⅰ（計画作成月から6ヶ月以内）
・経口維持加算 Ⅱ（Ⅰを算定している場合のみ）

　460／回
460／回
400／回
500／回

28／日
400／月
100／月

・口腔衛生管理加算
・療養食加算
・在宅入所相互利用加算
・若年性認知症受入加算
・認知症緊急対応加算（7日間限度）
・認知症専門ケア加算 Ⅰ
・認知症専門ケア加算 Ⅱ

110／月
18／日
40／日

120／日
200／日

3／日
4／日

体制加算は全入居者一律算定、実施加算は該当者のみの算定となります。

外泊時費用 246／日
・入居者が病院等へ入院した場合および居宅における外泊を認めた場合。但し、入院または
外泊の初日と最終日は算定できない。（月6日間限度）

【その他の加算】
　《体 制 加 算》

・常勤医師配置加算
・精神科医療養指導加算
・障害者生活支援体制加算

25／日
5／日

26／日

・在宅復帰支援機能加算
・口腔衛生管理体制加算

10／日
30／月


